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(57)【要約】
【課題】記録媒体に対して安定した記録動作を行うため
の条件判別を正確に行うことができるようにする。
【解決手段】記録動作の中断条件を複数の要因毎に設定
する手段と、前記記録動作の中断の判断を行う手段と、
前記記録動作を中断する条件設定を、記録中の期間と、
記録動作開始の直前期間と、再生期間の３区間で変更す
る手段と、前記記録動作の中断の判断に要する記録動作
開始の直前期間を要因毎に設定する手段とを設け、ウォ
ブル信号が安定な状態である場合において、例えば、サ
ーボ状態が不安定になり、記録を開始または継続すると
異常な記録媒体を生成してしまう不都合を防止する。
【選択図】　図１



(2) JP 2009-158010 A 2009.7.16

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記録動作の中断を判断する条件として複数の要因を用いる記録装置であって、
　前記記録動作の中断を判断する条件を判別する期間を、前記複数の要因毎に独立に設定
する手段を有することを特徴とする記録装置。
【請求項２】
　ディスク媒体に対して信号を記録する記録装置であって、
　前記ディスク媒体に対して信号を記録する記録手段と、
　前記記録装置に係る複数種類の動作の状態がそれぞれ良好であるか否かを検知する検知
手段と、
　前記複数種類の動作毎に判断期間を設定する手段と、
　前記設定された判断期間に前記検知手段により前記複数種類の動作の状態が良好でない
と検知された場合に前記ディスク媒体に対する前記信号の記録を中止するよう前記記録手
段を制御する制御手段とを備えることを特徴とする記録装置。
【請求項３】
　前記ディスク媒体に形成されたトラックの蛇行周期に応じたウォブル信号を生成し、前
記ウォブル信号に同期したクロックを生成するクロック生成手段と、前記記録装置の振動
を検出する振動検知部とを備え、
　前記記録手段は前記ディスク媒体に対して光ビームを照射するピックアップを有し、
　前記検知手段は、前記クロックと前記ウォブル信号とが位相同期しているか否かを検出
するウォブルエラー検知部と、前記記録手段と前記トラックとの間のトラッキングずれを
検出するトラッキングエラー検知部と、前記ディスク媒体に対する光ビームのフォーカス
ずれを検出するフォーカスエラー検知部とを有し、
　前記複数種類の動作の状態は、前記クロックとウォブル信号との同期の状態、前記トラ
ッキングずれの状態、前記フォーカスずれの状態、及び前記振動の状態のうちの少なくと
も二つを含むことを特徴とする請求項２に記載の記録装置。
【請求項４】
　前記設定する手段は、前記ディスク媒体に対する記録開始の予定タイミングの直前の期
間を判別期間として設定することを特徴とする請求項２または３に記載の記録装置。
【請求項５】
　前記設定する手段は、前記振動の状態、前記フォーカスずれの状態、前記トラッキング
ずれの状態、前記クロックとウォブル信号の同期の状態の順に、判別期間を短く設定する
ことを特徴とする請求項３に記載の記録装置。
【請求項６】
　記録動作の中断を判断する条件として複数の要因を用いる記録方法であって、
　前記記録動作の中断を判断する条件を判別する期間を、前記複数の要因毎に独立に設定
する工程を有することを特徴とする記録方法。
【請求項７】
　ディスク媒体に対して信号を記録する記録手段と、
　複数種類の動作の状態がそれぞれ良好であるか否かを検知する検知手段と、
　前記複数種類の動作毎に判断期間を設定する手段とを有する記録装置を用いた記録方法
であって、
　前記設定された判断期間に前記検知手段により前記複数種類の動作の状態が良好でない
と検知された場合に前記ディスク媒体に対する前記信号の記録を中止するよう前記記録手
段を制御する制御工程を備えることを特徴とする記録方法。
【請求項８】
　前記記録装置は、前記ディスク媒体に形成されたトラックの蛇行周期に応じたウォブル
信号を生成し、前記ウォブル信号に同期したクロックを生成するクロック生成手段と、前
記記録装置の振動を検出する振動検知部とを備え、
　前記記録手段は前記ディスク媒体に対して光ビームを照射するピックアップを有し、
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　前記検知手段は、前記クロックと前記ウォブル信号とが位相同期しているか否かを検出
するウォブルエラー検知部と、前記記録手段と前記トラックとの間のトラッキングずれを
検出するトラッキングエラー検知部と、前記ディスク媒体に対する光ビームのフォーカス
ずれを検出するフォーカスエラー検知部とを有し、
　前記複数種類の動作の状態は、前記クロックとウォブル信号との同期の状態、前記トラ
ッキングずれの状態、前記フォーカスずれの状態、及び前記振動の状態のうちの少なくと
も二つを含むことを特徴とする請求項７に記載の記録方法。
【請求項９】
　前記設定する手段は、前記ディスク媒体に対する記録開始の予定タイミングの直前の期
間を判別期間として設定することを特徴とする請求項７または８に記載の記録方法。
【請求項１０】
　前記設定する手段は、前記振動の状態、前記フォーカスずれの状態、前記トラッキング
ずれの状態、前記クロックとウォブル信号の同期の状態の順に、判別期間を短く設定する
ことを特徴とする請求項８に記載の記録方法。
【請求項１１】
　記録動作の中断を判断する条件として複数の要因を用いる記録方法をコンピュータに実
行させるプログラムであって、
　前記記録動作の中断を判断する条件を判別する期間を、前記複数の要因毎に独立に設定
する工程をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項１２】
　ディスク媒体に対して信号を記録する記録手段と、
　複数種類の動作の状態がそれぞれ良好であるか否かを検知する検知手段と、
　前記複数種類の動作毎に判断期間を設定する手段とを有する記録装置を制御するための
プログラムであって、
　前記設定された判断期間に前記検知手段により前記複数種類の動作の状態が良好でない
と検知された場合に前記ディスク媒体に対する前記信号の記録を中止するよう前記記録手
段を制御する制御工程をコンピュータに実行させることを特徴とするプログラム。
【請求項１３】
　請求項１１または１２に記載のプログラムを記憶したことを特徴とするコンピュータ読
み取り可能な記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は記録装置及び記録方法に関し、特に、ランダムアクセス可能な記録媒体に情報
を記録するために用いて好適な技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＤＶＤやＢＤなどの光ディスクや、ＨＤＤ(Hard Disc Drive)などの磁気ディス
クなどのランダムアクセス可能媒体は、記録容量の増大化と低価格化が進んでいる。これ
により、パーソナルコンピューターだけではなく、様々な電子機器に搭載されるようにな
ってきた。例えば、携帯型の電子カメラ、据え置き型のＨＤＤレコーダー、及び、静止画
像や動画像を記録する多様な装置が商品化されている。なお、ＤＶＤはDigital Versatil
e Discであり、ＢＤはBlu-ray Discである。
【０００３】
　例えばＤＶＤやＢＤ等のランダムアクセス可能媒体では、媒体上の物理位置（物理アド
レス）を示すために、所定の周波数で蛇行したグルーブトラック（ウォブル）が予め形成
されている。また、プリピットと呼ばれるピットをトラックに沿って所定間隔で埋め込む
方法も施されている。そして、前述したウォブルの蛇行周期に関連した周波数を有するウ
ォブル信号を生成し、このウォブル信号に同期したクロックを用いてデータをディスクに
記録する。そのため、ウォブルが良好に検出できるか否かに基づいて、記録を開始するか
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否かを判別している。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、記録媒体に記録動作を行う場合にウォブル信号の状態を判定
し、ウォブル信号の状態が所定の条件を満たさない場合には記録することを中断または中
止する方法が示されている。これは、検出ウォブル信号が不安定な場合に記録動作を開始
すると正常な記録を行うことができない場合があるので、ウォブル信号が不安定な場合に
は記録を中断または中止して、異常な記録を防止するためである。
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－８２２１２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　前述した特許文献１においては、ディスクに対して記録を開始する際の条件の判別に用
いているのは、ウォブル信号の状態を判定した結果のみであった。しかしながら、記録を
行う場合に記録状態に影響を与える要因はウォブル信号の状態だけではなく、記録媒体や
記録用レーザー（ピックアップ）を制御しているサーボの状態や、記録装置への衝撃や振
動なども強く影響を及ぼす。
【０００７】
　したがって、ウォブル信号が安定な状態である場合において、例えば、サーボ状態が不
安定になり、記録を開始または継続すると異常な記録媒体を生成してしまうことがあった
。
　本発明は前述の問題点に鑑み、記録媒体に対して安定した記録動作を行うための条件判
別を正確に行うことができるようにすることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の記録装置は、記録動作の中断を判断する条件として複数の要因を用いる記録装
置であって、前記記録動作の中断を判断する条件を判別する期間を、前記複数の要因毎に
独立に設定する手段を有することを特徴とする。
　また、本発明の記録装置他の特徴とするところは、ディスク媒体に対して信号を記録す
る記録装置であって、前記ディスク媒体に対して信号を記録する記録手段と、前記記録装
置に係る複数種類の動作の状態がそれぞれ良好であるか否かを検知する検知手段と、前記
複数種類の動作毎に判断期間を設定する手段と、前記設定された判断期間に前記検知手段
により前記複数種類の動作の状態が良好でないと検知された場合に前記ディスク媒体に対
する前記信号の記録を中止するよう前記記録手段を制御する制御手段とを備えることを特
徴とする。
【０００９】
　本発明の記録方法は、記録動作の中断を判断する条件として複数の要因を用いる記録方
法であって、前記記録動作の中断を判断する条件を判別する期間を、前記複数の要因毎に
独立に設定する工程を有することを特徴とする。
　また、本発明の記録方法の他の特徴とするところは、ディスク媒体に対して信号を記録
する記録手段と、複数種類の動作の状態がそれぞれ良好であるか否かを検知する検知手段
と、前記複数種類の動作毎に判断期間を設定する手段とを有する記録装置を用いた記録方
法であって、前記設定された判断期間に前記検知手段により前記複数種類の動作の状態が
良好でないと検知された場合に前記ディスク媒体に対する前記信号の記録を中止するよう
前記記録手段を制御する制御工程を備えることを特徴とする。
【００１０】
　本発明のプログラムは、記録動作の中断を判断する条件として複数の要因を用いる記録
方法をコンピュータに実行させるプログラムであって、前記記録動作の中断を判断する条
件を判別する期間を、前記複数の要因毎に独立に設定する工程をコンピュータに実行させ
ることを特徴とする。
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　また、本発明のプログラムの他の特徴とするところは、ディスク媒体に対して信号を記
録する記録手段と、複数種類の動作の状態がそれぞれ良好であるか否かを検知する検知手
段と、前記複数種類の動作毎に判断期間を設定する手段とを有する記録装置を制御するた
めのプログラムであって、前記設定された判断期間に前記検知手段により前記複数種類の
動作の状態が良好でないと検知された場合に前記ディスク媒体に対する前記信号の記録を
中止するよう前記記録手段を制御する制御工程をコンピュータに実行させることを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、複数のパラメータを用いて記録を行うか否かを決定する際に、各パラ
メータの測定期間をパラメータごとに独立に設定するようにしたので、安定した記録動作
を可能にする決定を行うことができる。これにより、ランダムアクセス可能媒体に対して
安定した記録動作を実現することができる。また、不要な記録停止が発生するのを防止す
ることができ、記録システム動作の安定化を図ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
（第１の実施形態）
　図１は、本実施形態の記録再生装置の要部の機能構成例を説明するブロック図である。
　図１に示したように、記録媒体１に対して情報の再生、記録動作を行う装置であり、要
因毎に記録中断を判断するためのエラー検出機能を備えている。
　図２は、ヘッド４により記録媒体１からウォブル信号を抽出する動作の概略を説明する
図である。図３は、本発明の記録中断条件を示した図である。また、図４と図５は、本実
施形態の記録再生装置が記録中断する際の判定項目の一例を示した図である。
【００１３】
　本実施形態の記録再生装置は、ディスク状の記録媒体(ディスク媒体)１に情報を安定的
に記録するために、スピンドルモーター２、サーボ・ヘッド制御部３、ヘッド４、ウォブ
ル用ＡＤ変換部５、トラッキングサーボ用ＡＤ変換部６を具備する。また、フォーカスサ
ーボ用ＡＤ変換部７を有する。また、ウォブルＰＬＬ部８、ウォブルエラー検知部９、制
御部１０、トラッキングサーボエラー検知部（トラッキングエラー検知部）１１、フォー
カスサーボエラー検知部（フォーカスエラー検知部）１２を有する。また、衝撃信号・振
動信号入力１３の大きさを検出するための衝撃・振動検出センサー１４、衝撃・振動エラ
ー検知部１５を有する。さらに、入力データ１６に処理を施すための画像・音声符号化処
理部１７、メモリ１８、ＥＣＣ・スクランブル部１９、変調器２０、レーザー駆動器２１
を具備する。
【００１４】
　本実施形態の記録再生装置の記録媒体１は、ＤＶＤを例として説明する。
　記録媒体１がＤＶＤの場合、記録媒体１を回転させるスピンドルモーター２と、ディス
ク回転を一定速度あるいは一定加速度に制御するサーボ・ヘッド制御部３とを具備する。
【００１５】
　ヘッド４は、図示しない光ピックアップを具備し、光ピックアップからレーザー光（光
ビーム）を記録媒体１に照射し、記録媒体１からの反射光信号を電気信号に変換する装置
である。光ピックアップの光センサーは４分割センサーを主に使用し、反射光信号をプッ
シュプル方式で検出する。
【００１６】
　サーボ・ヘッド制御部３は、ヘッド４の位置を制御する機能も有する。ヘッド４では、
記録媒体１からの反射光信号をプッシュプル方式でウォブル信号成分を抽出する。そして
、抽出したウォブル信号をウォブル用ＡＤ変換部５に送信する。
【００１７】
　図２に示すように、ヘッド４はレーザービームを記録媒体１に向けて出力し、グルーブ
トラック上をトラックに沿う方向に移動しながらプッシュプル信号を抽出する。前述した
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ように、ヘッド４に搭載されている光センサーは４分割されており、４個の抽出信号を取
得することができる。それら４個の信号をＡ信号、Ｂ信号、Ｃ信号、Ｄ信号とすると、「
(Ａ信号＋Ｂ信号) ― (Ｃ信号＋Ｄ信号)」がグルーブトラックのウォブル信号成分を表す
。
【００１８】
　図２にウォブル信号成分の波形を示す。波形中、最大振幅個所はランドプリピット信号
成分であり、記録媒体１の物理アドレス情報を含んでいる。また、「（Ａ信号＋Ｂ信号）
―（Ｃ信号＋Ｄ信号）」は、トラッキングサーボエラー信号成分を表し、「（Ａ信号＋Ｃ
信号）―（Ｂ信号＋Ｄ信号）」は、フォーカスサーボエラー信号成分を表している。各々
の信号は、ヘッド４からトラッキングサーボ用ＡＤ変換部６、フォーカスサーボ用ＡＤ変
換部７に送信される。
【００１９】
　ウォブルＰＬＬ部８は、ウォブル用ＡＤ変換部５でＡＤ変換されたウォブル信号をＰＬ
Ｌ(Phase Locked Loop)により逓倍したクロック生成を行う。また、クロックとウォブル
信号とが位相ロックしているか否かを示す位相情報を生成してウォブルエラー検知部９に
出力する。ウォブルエラー検知部９は、制御部１０から与えられたエラー検出条件により
、ウォブル信号状態のエラーを検出し、エラーの有無を示す２値信号を生成して制御部１
０に出力する。具体的には、クロックとウォブル信号とが位相同期しているか否かを検出
する。そして、ウォブルエラー検知部９は、クロックとウォブル信号とが所定期間連続し
て位相ロック状態で無い場合、ウォブルの位相ロックエラーを示す２値信号を生成する。
【００２０】
　トラッキングサーボエラー検知部１１、フォーカスサーボエラー検知部１２もウォブル
エラー検知部９と同様に制御部１０から与えられたエラー検出条件により、各々の信号状
態のエラーを検出し、エラーの有無を示す２値信号を生成する。
　具体的には、トラッキングサーボエラー検知部１１は、制御部１０から与えられた閾値
とＡＤ変換部６からのトラッキングエラー信号によるトラッキングずれ量とを比較する。
そして、ずれ量が閾値よりも大きい期間が所定期間連続した場合に、トラッキングエラー
状態であることを示す２値信号を生成して制御部１０に出力する。
【００２１】
　また、フォーカスサーボエラー検知部１２は、制御部１０から与えられた閾値とＡＤ変
換部７からのフォーカスエラー信号によるフォーカスずれ量とを比較する。そして、ずれ
量が閾値よりも大きい期間が所定期間連続した場合に、フォーカスエラー状態であること
を示す２値信号を生成して制御部１０に出力する。
【００２２】
　記録動作の中止を判断するための要因の一つである記録装置への衝撃・振動信号入力１
３は、振動検知部として機能する衝撃・振動検出センサー１４で検出される。本実施形態
においては、衝撃・振動エラー検知部１５で制御部１０から与えられたエラー検出条件に
基づき、複数種類の動作の状態について、動作毎にエラーを検出し、エラーの有無を示す
２値信号を生成する。
【００２３】
　記録媒体１に記録する情報は、まず記録再生装置に入力された入力データ１６が画像・
音声符号化処理部１７で符号圧縮化されてメモリ１８に格納される。その後、制御部１０
からの指令によりメモリ１８から情報が読み出される。そして、ＥＣＣ・スクランブル部
１９と変調器２０とにより規格に則ったデータフォーマットに変換され、ＬＤ駆動器（レ
ーザー駆動部）２１に記録情報として伝達される。レーザー駆動器２１からヘッド４に対
して記録指令と記録情報が伝わることにより記録が開始される。記録中断の判断は、ウォ
ブルエラー検知部９、トラッキングサーボエラー検知部１１、フォーカスサーボエラー検
知部１２から出力されるエラー検出結果を受信した制御部１０が司っている。
【００２４】
　次に、本実施形態の記録再生装置において行われる記録中断判断に関する特徴部分の動
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作を説明する。
　記録動作を行う場合、まず始めに記録開始位置を予測するために再生動作を行う。以下
、この再生動作をプレ再生動作と呼ぶこととする。
【００２５】
　プレ再生動作では、記録媒体１をスピンドルモーター２で回転させて、サーボ制御用の
トラッキングサーボ信号とフォーカスサーボ信号、記録開始位置検出のためのウォブル信
号とランドプリピット信号を抽出して、通常再生動作を行う。プレ再生期間では、ウォブ
ル信号、サーボ信号のエラー検出感度を低く設定し、信号がやや不安定になっても動作が
停止しないように制御する。
【００２６】
　そして、再生動作中に記録開始位置（記録開始タイミング）の予測が可能となると、記
録開始判定期間を設定することができる。図３に示すとおり、本実施形態においては記録
動作を中断する条件設定を、記録中の期間（区間３）と、記録動作開始の直前期間（区間
２）と、再生期間（区間１）の３区間で変更する。そして、プレ再生中や記録中よりもエ
ラー検出感度を高めた記録動作開始の直前期間を設けて、記録の開始または中断の判定を
行うようにしている。例えば、記録動作開始の直前期間、記録中の期間、再生期間の順に
条件を緩く設定している。また、本実施形態においては、記録動作の中断を判断する要因
として、ウォブル信号の状態と、トラッキングサーボの状態と、フォーカスサーボの状態
と、装置への衝撃や振動の状態の内、少なくとも２個を用いている。
【００２７】
　図４は、ディスク媒体に対する記録開始の予定タイミングの直前の期間を判別期間とし
て設定し、記録動作開始の直前期間（記録開始判定期間）における各記録中断要因の状態
を示した図である。図４において、横方向は時間を示している。また、（ａ）はヘッド４
の記録用レーザーの発光中をＨｉｇｈ期間で示し、(ｂ)～(ｅ)の各々の信号は、Ｈｉｇｈ
期間が判定期間、Ｌｏｗ期間が判定を実施しない期間を示す。
【００２８】
　図４に示すとおり、記録開始判定期間は、記録開始個所から時間的に遡る方向に設定し
、記録開始判定要因毎に判定期間を設定する。図４では、最長期間をフォーカスサーボと
衝撃・振動に設定している。次に、トラッキングサーボ、最短期間をウォブルの順で判定
期間を長く設定している。エラーが生じてから正常に復帰するまでの所要時間は、ウォブ
ルが最も短く、フォーカスサーボが最も長い場合を例として設定した図である。また、記
録動作開始の直前期間以外では(ｂ)～(ｅ)の信号はＬｏｗ状態を示しているが、記録動作
開始の直前期間での状態を明示的にするためであり、プレ再生期間と記録期間でも記録動
作開始の直前期間よりも感度は低いが中断判定を実施している。
【００２９】
　次に、実際にエラーが発生した場合の例を説明する。図４において、星印で示したエラ
ー発生個所でトラッキングサーボにエラーが発生した場合、記録開始までにトラッキング
サーボは正常に復帰することが可能であるため、記録の中断はしない制御を行う。このよ
うな制御を行うことにより、記録開始判定期間を全要因で一律にフォーカスサーボ判定期
間と同じ期間を設定した場合に発生する不要な記録の中断が生じない。
【００３０】
　同様に、図５に示すエラー発生箇所では、ウォブルＰＬＬにエラーが発生した場合であ
り、記録開始までにウォブルＰＬＬは正常に復帰することが可能であるため、記録の中断
にはならないように制御する。また、図６に示すエラー発生個所では、トラッキングサー
ボが記録開始までにエラー状態から正常状態に復帰するのは不可能であるため記録中断と
判断し、記録動作を中断する。
【００３１】
　次に、図７のフローチャートを参照しながら、制御部１０で行われる記録動作の中断の
判断処理手順の一例を説明する。
　処理が開始されると、ステップＳ７１においてエラー発生の有無を検出する。エラーが
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発生していない場合には、エラーが発生するまで検出を行う。
【００３２】
　ステップＳ７１の判断の結果、エラーが発生した場合にはステップＳ７２に進み、発生
したエラーの種類を検出する。この調査の結果、例えば図４に示したように、トラッキン
グサーボでエラーが発生したとする。
【００３３】
　次に、ステップＳ７３に進み、トラッキングエラーが発生したタイミングを検出する。
ここでは、図４に示した星印のタイミングでエラーが発生したとする。
　次に、ステップＳ７４に進み、記録動作を中断するか否かを判断する。この判断は、前
述したように、本実施形態の記録再生装置においては、記録動作の中断を判断する条件を
判別する期間を複数の要因毎に独立に設定している。
【００３４】
　したがって、ステップＳ７２で検出したエラーの種類、及びステップＳ７３で検出した
エラーの発生タイミングに基いて判断する。この場合、エラーの種類はトラッキングサー
ボであり、エラーの発生タイミングは、トラッキングサーボ判定における記録開始判定期
間の前であるので、判断結果は「ＮＯ」となり、ステップＳ７５に進んで記録を開始する
。
【００３５】
　図５を参照しながら説明した、ウォブルＰＬＬにエラーが発生した場合も前述した処理
手順と同様な処理手順となり、不要な記録動作の中断は発生しない。
【００３６】
　それに対して、図６を参照しながら説明したトラッキングサーボエラーの場合には、ス
テップＳ７３で検出されるエラーの発生タイミングが、トラッキングサーボ判定における
記録開始判定期間中である。したがって、前述したようにこの場合は、トラッキングサー
ボが記録開始までにエラー状態から正常状態に復帰するのは不可能である。したがって、
この場合、ステップＳ７４の判断の結果が「ＹＥＳ」となり、ステップＳ７６に進んで記
録動作を中断する処理が行われる。
【００３７】
　前述のように、本実施形態においては、ウォブル信号を検出するためのウォブルＰＬＬ
回路の状態と、トラッキングサーボの状態、フォーカスサーボの状態、さらに記録再生装
置への衝撃や振動の状態を記録開始や継続の判断要因として使用する。
【００３８】
　そして、記録開始直前では判断基準を記録中あるいは再生中よりも厳しく設定する。ま
た、判断要因毎に判定期間を適切に設定することにより、安定した記録動作を行うことが
可能である。また、不要な記録停止を防ぐことができるので、記録システム動作の安定化
を図ることができる。
【００３９】
（本発明に係る他の実施の形態）
　前述した本発明の実施の形態における記録再生装置を構成する各手段は、コンピュータ
のＲＡＭやＲＯＭなどに記憶されたプログラムが動作することによって実現できる。この
プログラム及び前記プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体は本発明
に含まれる。
【００４０】
　また、本発明は、例えば、システム、装置、方法、プログラムもしくは記憶媒体等とし
ての実施の形態も可能であり、具体的には、複数の機器から構成されるシステムに適用し
てもよいし、また、一つの機器からなる装置に適用してもよい。
【００４１】
　以上、説明したように、本実施形態においては、記録開始直前においては、記録装置の
異常状態（エラー）の検知感度を高めるようにした。これにより、既に記録されている記
録媒体に記録開始（つなぎ記録）した時の記録媒体の記録状態を、記録継続中の記録媒体
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の状態よりも記録品位が劣らないようにすることができた。
【００４２】
　また、記録中は記録開始直前よりも感度を低く、再生中はさらに感度を低く設定するよ
うにしたので、不要な記録中止や再生中止などの不都合が生じるのを防止することができ
た。
【００４３】
　また、ウォブル信号、サーボ、衝撃や振動などのエラーを検出する時間やエラー状態か
ら正常状態への復帰に要する時間が各々異なっていることに着目し、記録中止判断期間を
各々のパラメータごとに設定するようにした。これにより、不要な記録中止の判断が発生
するのを低減することができ、安定した記録動作を行うことができた。
【００４４】
　なお、本発明は、前述した記録方法における各工程を実行するソフトウェアのプログラ
ムを、システムあるいは装置に直接、あるいは遠隔から供給する。そして、そのシステム
あるいは装置のコンピュータが前記供給されたプログラムコードを読み出して実行するこ
とによっても達成される場合を含む。
【００４５】
　したがって、本発明の機能処理をコンピュータで実現するために、前記コンピュータに
インストールされるプログラムコード自体も本発明を実現するものである。つまり、本発
明は、本発明の機能処理を実現するためのコンピュータプログラム自体も含まれる。
【００４６】
　その場合、プログラムの機能を有していれば、オブジェクトコード、インタプリタによ
り実行されるプログラム、ＯＳに供給するスクリプトデータ等の形態であってもよい。
【００４７】
　プログラムを供給するための記録媒体としては種々の記録媒体を使用することができる
。例えば、フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディ
スク、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷ、磁気テープ、不揮発性のメモリカー
ド、ＲＯＭ、ＤＶＤ（ＤＶＤ－ＲＯＭ，ＤＶＤ－Ｒ）などがある。
【００４８】
　その他、プログラムの供給方法としては、クライアントコンピュータのブラウザを用い
てインターネットのホームページに接続する。そして、前記ホームページから本発明のコ
ンピュータプログラムそのもの、もしくは圧縮され自動インストール機能を含むファイル
をハードディスク等の記録媒体にダウンロードすることによっても供給できる。
【００４９】
　また、本発明のプログラムを構成するプログラムコードを複数のファイルに分割し、そ
れぞれのファイルを異なるホームページからダウンロードすることによっても実現可能で
ある。つまり、本発明の機能処理をコンピュータで実現するためのプログラムファイルを
複数のユーザに対してダウンロードさせるＷＷＷサーバも、本発明に含まれるものである
。
【００５０】
　また、本発明のプログラムを暗号化してＣＤ－ＲＯＭ等の記憶媒体に格納してユーザに
配布し、所定の条件をクリアしたユーザに対し、インターネットを介してホームページか
ら暗号化を解く鍵情報をダウンロードさせる。そして、その鍵情報を使用することにより
暗号化されたプログラムを実行してコンピュータにインストールさせて実現することも可
能である。
【００５１】
　また、コンピュータが、読み出したプログラムを実行することによって、前述した実施
の形態の機能が実現される他、コンピュータ上で稼動しているＯＳなどが、実際の処理の
一部または全部を行うことによっても前述した実施の形態の機能が実現され得る。
【００５２】
　さらに、記録媒体から読み出されたプログラムが、コンピュータに挿入された機能拡張
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の後、そのプログラムの指示に基づき、その機能拡張ボードや機能拡張ユニットに備わる
ＣＰＵなどが実際の処理の一部または全部を行い、その処理によっても前述した実施の形
態の機能が実現される。
【図面の簡単な説明】
【００５３】
【図１】本発明の実施形態を示し、要部の機能構成例を説明するブロック図である。
【図２】ヘッドにより記録媒体からウォブル信号を抽出する概略を説明する図である。
【図３】本発明の実施形態を示し、記録中断条件の一例を示した図である。
【図４】本発明の実施形態において、記録を中断しない場合のエラー発生状態を示した図
である。
【図５】本発明の実施形態において、記録を中断しない場合のエラー発生状態を示した図
である。
【図６】本発明の実施形態において、記録を中断する場合のエラー発生状態を示した図で
ある。
【図７】本発明の実施形態を示し、制御部で行われる記録動作の中断の判断処理手順の一
例を説明するフローチャートである。
【符号の説明】
【００５４】
１　記録媒体
２　スピンドルモーター
３　サーボ・ヘッド制御部
４　ヘッド
５　ウォブル用ＡＤ変換部
６　トラッキングサーボ用ＡＤ変換部
７　フォーカスサーボ用ＡＤ変換部
８　ウォブルＰＬＬ部
９　ウォブルエラー検知部
１０　制御部
１１　トラッキングサーボエラー検知部
１２　フォーカスサーボエラー検知部
１３　衝撃信号・振動信号入力
１４　衝撃・振動検出センサー
１５　衝撃・振動エラー検知部
１６　入力データ
１７　画像・音声符号化処理部
１８　メモリ
１９　ＥＣＣ・スクランブル部
２０　変調器
２１　レーザー駆動器
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